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サブリース賃料減額請求訴訟の和解成立のお知らせ 

 
当社が一括賃借しているオフィスビルの賃貸人との間で、かねてよりサブリース賃料減額 
請求訴訟２件が係争中でありましたが、その内の１件において、本日、東京高等裁判所の 
和解勧告を双方が受諾し、下記のとおり和解が成立いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 
 
１．オフィスビルの概要 
  名   称   センチュリータワー 
  所 在 地   東京都文京区本郷２丁目２番９号 
  規   模   地上２１階・地下３階建、延べ面積２６，４７０．９９㎡ 
  竣   工   平成３年４月 
  賃 貸 人   センチュリータワー株式会社 
 
２．和解の内容 
  相手方が当社に、和解金１７億円を支払う。 
 
３．訴訟の経緯 
  平成 ６年 ５月   相手方が賃料支払請求訴訟を東京地方裁判所に提起 
  平成 ６年１１月   当社が賃料減額請求の反訴を提起 
  平成１０年 ８月   東京地裁判決、双方控訴 
  平成１２年 １月   東京高裁判決、双方上告 
             第一審、第二審とも、いわゆるサブリース契約への借地借家法

第３２条（賃料増減額請求権）の適用を否定し、賃料減額を認

めず。 



  平成１５年１０月   最高裁判決 
             いわゆるサブリース契約への同法第３２条の適用を認め、第二

審判決を破棄し、賃料減額の判断について、東京高等裁判所に

審理を差し戻した。 
  平成１７年１１月   東京高裁において和解成立 
 
４．損益に与える影響 
 和解金１７億円を、平成１８年３月期決算において特別利益に計上する予定であります。

なお、平成１７年１１月１０日の中間決算発表時に公表いたしました当期業績予想に変更は

ございません。 
以  上 


